
平成１９年４月２７日

消 防 庁

「広域的な林野火災の発生時における消防活動体制の

あり方検討会」報告書の公表

消防庁では、林野庁と共同して、平成１８年度、広域的な林野火災が

発生した場合の関係機関の連携・情報共有のあり方や、消防活動時にお

ける偵察・情報収集手段としての無人航空機（ＵＡＶ）の利用可能性に

ついて検討を行うため 「広域的な林野火災の発生時における消防活動、

体制のあり方検討会」を発足し、検討を進めてきました。

この度、これらの検討結果等を踏まえて、別添のとおり報告書を取り

まとめましたので、公表します。

【別添資料】

１ 「広域的な林野火災の発生時における消防活動体制のあり方検討会」

報告書の概要

２ 「広域的な林野火災の発生時における消防活動体制のあり方検討会」

報告書

【連絡先】
特殊災害室 添田課長補佐、斎藤

TEL：03-5253-7528(直通)
FAX：03-5253-7538
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